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 令和６年４月施行の改正児童福祉法において、主に発達に課題・特性のある未就学児への

通所支援を行う「児童発達支援センター（以下「センター」という。）」が、地域の中核機関

として、高度な専門性に基づく発達支援のほか、地域の事業所に対するスーパーバイズ・コ

ンサルテーション（助言・指導等）や、インクルージョン（地域社会への参加・包容）の推

進等の役割を担うことが位置付けられました。 
 この度、京都市では、市内のセンターが中心となり、地域の事業所等と連携しながら子ど

もの発達支援に係る体制の強化を図るための事業を開始しました。 
 

 
 

１ 事業の概要 

  市内９か所のセンターにおいて、地域における中核的役割を担うための機能の整備を進

め、子どもの育ちの保障、家族の不安解消、地域における支援の質の向上等に取り組みま

す。 

 

＜支援体制の構築イメージ＞ 
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児童発達支援センターを中心とした 
子どもの発達支援に係る体制強化事業の開始 



２ 主な取組内容について 

支援の対象 主な取組内容 

①地域の事業所 

・児童発達支援 

・放課後等デイ 

サービス 

・センターに配置する「京都市発達支援アドバイザー」が、事業所への定期

的な訪問支援等を実施し、専門的知識・経験に基づく助言・指導等（スー

パーバイズ等）を行うとともに、地域における連携体制の強化を図ります。 

・また、市内全域の事業所職員を対象に、支援の質の底上げに向けた集合型

研修を実施します。 

②子育て施設等 

・保育施設 

・幼稚園 

・学童クラブ 

・学校等 

・各施設からの依頼を受け、センターの職員が訪問や来所相談等により、子

どもの特性等に合わせた支援方法の提案、障害のある子どもの対応に係る

助言、療育施設に関する情報提供や研修などを行います。 

・また、地域の事業所とも連携しながら、保育所等訪問支援の取組充実を図

るなど、地域のインクルージョン推進に取り組みます。 

③子どもの発達

に不安や悩み

を抱える家族

の方等 

・療育に繋がっていないお子さまやご家族の方からの相談を受け、センター

の職員が電話や来所相談等により丁寧に対応するとともに、必要に応じて

訪問支援を行うなど、ご家族の方の不安軽減を図ります。 

・また、行政や関係機関とも連携しながら適切な支援へと繋げるなど、切れ

目ない相談支援に取り組みます。 

 

３ 児童発達支援センターの連絡先 

名称 住所 ＴＥＬ 

ひなどり学園 北区鷹峯北鷹峯町 1 075-492-8222 

ひばり学園 ※ 北区北野東紅梅町 6-1 075-462-7621 

ポッポ 左京区下鴨北野々神町 26 

北山ふれあいセンター内 
075-702-3699 

京都市児童発達支援センターうさぎ園 中京区壬生東高田町 1-20 075-950-1567 

京都市児童発達支援センターこぐま園 中京区壬生東高田町 1-20 075-950-0584 

むくの木園 東山区新橋通大和大路東入 

3 丁目林下町 400-3 
075-551-2116 

洛西愛育園 ※ 西京区樫原百々ケ池 23 075-391-7793 

空の鳥幼児園 ※ 伏見区向島二ノ丸町 151-34 075-585-3833 

京都市児童療育センター「きらきら園」 伏見区深草西浦町 6 丁目 65 075-646-3818 

   ・ ※印のあるセンターでは、障害のある成人の方（個人・施設）からの相談対応や助言・ 

指導等も行います（在宅心身障害児（者）療育支援事業からの移行）。 

   ・ 相談内容によっては、センターでの対応が困難な場合があります。その際は、センター 

から適切な支援機関に繋ぐ等の対応を行います。 

 

４ 本事業に係る問合せ先 

  京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課（発達支援担当） 

電 話：０７５－７４６－７６２５ 

ＦＡＸ：０７５－２５１－１１３３ 


